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内閣府 2030010
NPO法人
の設立要
件の緩和

特定非営利活動
促進法第10条第1
項第3号及び同法
第12条第1項第4
号

ＮＰＯ法人は、
十人以上の社
員を有するも
のでなければ
ならない。

C

１．ＮＰＯ法は、市民による自由な社会貢献活動を促進するため、簡易
な手続きで法人格を付与すること等を目的としている。NPO法施行後5
年半の間にNPO法人の認証件数は既に1万7千に達するなど、NPO法
人制度の定着が図られ実効性が確保されてきている状況である。さら
に、平成14年12月には、活動分野の追加や申請手続の簡素化などが
盛り込まれた改正法が議員立法により成立し、平成15年5月より施行さ
れたところである。

２．NPO法人はいわゆる社団法人であり、一定の目的のもとに集合して
構成される人の集団に対し権利能力が与えられたものである。したがっ
て、NPO法上、社員を必須の構成要素としており、社員が議決権を有す
る社員総会を法人の最高意思決定機関として位置付けている。

３．本規定は、法人格を与えるのにふさわしい社団としての実体を有し
ていることを担保するために、基本財産等に関して一切の要件を定めて
いない一方で、NPO法人の構成員たる「社員」の最低限の人数を定める
ことにより、特定非営利活動を展開するための組織体であることを要求
するものである。なお、社員の資格要件についても特段の定めがないこ
とから、自然人でなくとも法人（あるいは法人格のない団体）でも社員に
なることは可能であるほか、理事や監事など役員であっても社員になる
ことができるようになっている。従って、「10人以上」という要件は、法人
格を与えるに当り最低限必要な要件であると理解している。

４．以上の点から、構成員となる社員の最低限の人数を緩和することは
適当ではない。

　特定非営利活動を展開
するための組織体として要
求される「社員」の最低限
の人数が「10人以上」とす
る理由を明確にするととも
に、最低限の人数を「5人
以上」としても特定非営利
活動を展開するための組
織体となり得るのではない
か、再度検討し回答された
い。

A Ⅰ

　社員の人数に関し10人以上とする規定
は、基本財産や活動実績等に関し一切の
要件を設けない一方で、団体の休眠法人
化や法人格の濫用を防ぎ、社団としての
実体を有していることを担保するために最
低限必要なものとして定められたものと理
解している。
　仮に、「5人以上」とした場合に特定非営
利活動を展開・持続するための組織体と
なり得るか否かについては、今回特例とし
て、当該特区で活動する法人の社員の最
低限の人数を試験的に5人以上とし、その
影響等を見極めることによって判断してい
く方向で、関係所轄庁（岐阜県）と検討を
進めてまいりたい。

1406 14061010 岐阜県大垣
市

かがやきライフ
タウン特区構
想

NPOの設立要件「１０
人以上の社員」
を「５人以上の社員」
に緩和することで、
特定非営利活動を行う
団体が法人格を
取得しやすくする。
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